
総務委員会議案説明資料 

令和５年６月２６日 

件  名 頁 

１ 第４４号議案  足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を 

改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

２ 第４５号議案  足立区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例・・ ９ 

３ 第７６号議案  足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する 

条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・１７

４ 第７７号議案 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例・・２１ 

５ 第７８号議案 足立区職員の退職手当に関する条例の一部を 

改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

６ 第７９号議案 足立入谷小学校屋上防水改修その他工事請負契約・・・・２９

７ 第８０号議案 梅島小学校人工芝改修その他工事請負契約・・・・・・・３１ 

８ 第８１号議案  六月中学校全体保全計画にかかる外装改修 

その他工事請負契約・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

９ 第８２号議案  鹿浜西小学校解体工事請負契約・・・・・・・・・・・・３５ 

１０ 第８３号議案  郷土博物館大規模改修その他工事請負契約・・・・・・・３７ 

１１ 第８４号議案  郷土博物館大規模改修機械設備工事請負契約・・・・・・３９ 



１２ 第８５号議案  特別養護老人ホーム六月空調機器改修 

その他工事請負契約・・・・・・・・・・・・・・・・・４０

１３ 第８６号議案  大谷田住区センター大規模改修その他工事請負契約・・・４２

１４ 第８７号議案  スイムスポーツセンター事務用品及び

什器の購入について・・・・・・・・・・・・・・・・・４４

１５ 第８８号議案  区内避難所用エアーマット等の購入について・・・・・・４８ 

１６ 第８９号議案 熱風消毒保管庫の買替え（小学校南）について・・・・・４９

１７ 第９０号議案  熱風消毒保管庫の買替え（小学校北）について・・・・・５０

１８ 第９１号議案  熱風消毒保管庫の買替え（中学校東）について・・・・・５１

１９ 第９２号議案  熱風消毒保管庫の買替え（中学校西）について・・・・・５２

（総 務 部） 



第４４号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

パートナーシップ関係※にある者（以下「パートナー」という。）に係

る休暇・休業制度について、令和４年１０月に東京都がパートナーシップ

関連の条例改正を行ったことなどを踏まえ、配偶者と同等の取扱いとする

内容の条例改正を行う。 

※ パートナーシップ関係

双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパ

ートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に

協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると

任命権者が認める二者間の関係（特別区人事・厚生事務組合の準則に

よる） 

２ 改正内容 

育児休業終了時に予測できなかった事実（配偶者の入院など）が生じた

際、再度の育児休業・再度の育児休業の期間延長、再度の育児短時間勤務

を可能とする取扱いについて、パートナーを対象に加え、配偶者と同等の

取扱いとする。 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

４ 施行年月日 

  令和５年７月１日 
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足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の育児休業等に関する条例 ○足立区職員の育児休業等に関する条例

平成４年３月31日条例第２号 平成４年３月31日条例第２号 

第１条～第２条の２ 省略 第１条～第２条の２ 現行のとおり 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(１) 省略 (１) 現行のとおり

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）又はパートナーシップ関係（双方又はい

ずれか一方が性的マイノリティであつて、互いを人生のパートナーとし

て、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うこと

を約した二者間の関係その他の配偶者に相当すると任命権者が認める二

者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」

という。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいずれか

の日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定に

よる育児休業（以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。）

をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をし

ようとする場合（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の１歳

到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前であ

る場合を除く。） 当該子が１歳２か月に達する日（当該日が当該育児

休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該子

の出生の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業

等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和

22年法律第49号）第65条第１項又は第２項の規定により勤務しなかった

日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を

差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日） 

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）又はパートナーシップ関係（双方又はい

ずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、

相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約

した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者

間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」

という。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいずれか

の日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定に

よる育児休業（以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。）

をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をし

ようとする場合（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の１歳

到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前であ

る場合を除く。） 当該子が１歳２か月に達する日（当該日が当該育児

休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該子

の出生の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業

等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和

22年法律第49号）第65条第１項又は第２項の規定により勤務しなかった

日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を

差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日） 

4



改正前 改正後 

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次

に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げ

る場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げ

る事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、規則で

定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場

合） 当該子の１歳６か月到達日 

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次

に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げ

る場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げ

る事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、規則で

定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場

合） 当該子の１歳６か月到達日 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者もしく

はパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合若しくはこれに

相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日

（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該配偶者くはパートナーシップ関係の相手方がこの号に掲げる場合又

はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあって

は、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者若しく

はパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合若しくはこれに

相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日

（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方がこの号に掲げる場

合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあ

っては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶

者もしくはパートナーシップ関係の相手方が当該子の１歳到達日（当

該配偶者もしパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合又は

これに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日）において地方等育児休業をしている場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶

者若しくはパートナーシップ関係の相手方が当該子の１歳到達日（当

該配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合

又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日）において地方等育児休業をしている場合 

ウ～エ 省略 ウ～エ 現行のとおり

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 
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改正前 改正後 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月か

ら２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合

のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児

休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第

２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情が

ある場合にあっては第３号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月か

ら２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合

のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児

休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第

２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情が

ある場合にあっては第３号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

(１) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職

員の配偶者もくはパートナーシップ関係の相手方がこの条の規定に該当

し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあ

っては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

(１) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職

員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方がこの条の規定に該

当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合に

あっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

(２) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日にお

いて育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者もしくはパー

トナーシップ関係の相手方が当該子の１歳６か月到達日において地方等

育児休業をしている場合 

(２) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日にお

いて育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパー

トナーシップ関係の相手方が当該子の１歳６か月到達日において地方等

育児休業をしている場合 

(３)～(４) 省略 (３)～(４) 現行のとおり 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。 

(１)～(４) 省略 (１)～(４) 現行のとおり 

(５) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入

院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、

育児休業に係る子について児童福祉法第39条第１項に規定する保育所、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定する認定こども園又は児

童福祉法第24条第２項に規定する家庭的保育事業等（以下「保育所等」

という。）における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面

その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することが

(５) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入

院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、

育児休業に係る子について児童福祉法第39条第１項に規定する保育所、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定する認定こども園又は児

童福祉法第24条第２項に規定する家庭的保育事業等（以下「保育所等」

という。）における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面

その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することが
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改正前 改正後 

できなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育

児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。 

できなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育

児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。 

(６)～(７) 省略 (６)～(７) 現行のとおり 

第３条の２ 省略 第３条の２ 現行のとおり 

（育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） （育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） 

第４条 育児休業法第３条第２項の条例で定める特別の事情は、配偶者又は

パートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶

者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、育児休業に係る子

について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、

当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に

予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る

子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支

障が生じることとなったこととする。 

第４条 育児休業法第３条第２項の条例で定める特別の事情は、配偶者又は

パートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶

者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、育児休業に係る子

について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、

当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に

予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る

子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支

障が生じることとなったこととする。 

第５条～第７条 省略 第５条～第７条 現行のとおり 

第８条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。 

第８条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。 

(１)～(６) 省略 (１)～(６) 現行のとおり 

(７) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入

院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、

育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望

し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育

児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたこと

により当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなけれ

ばその養育に著しい支障が生じることとなったこと。 

(７) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入

院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、

育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望

し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育

児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたこと

により当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなけれ

ばその養育に著しい支障が生じることとなったこと。 

第９条～第17条 省略 第９条～第17条 現行のとおり 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） （妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者

もしくはパートナーシップ関係の相手方が妊娠し、又は出産したことその

第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者

若しくはパートナーシップ関係の相手方が妊娠し、又は出産したことその
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改正前 改正後 

他これに準ずるものとして規則で定める事実を申し出たときは、当該職員

に対して、育児休業に関する制度その他の規則で定める事項を知らせると

ともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面

談その他の規則で定める措置を講じなければならない。 

他これに準ずるものとして規則で定める事実を申し出たときは、当該職員

に対して、育児休業に関する制度その他の規則で定める事項を知らせると

ともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面

談その他の規則で定める措置を講じなければならない。 

２ 省略 ２ 現行のとおり 

第19条～第20条 省略 第19条～第20条 現行のとおり 

付 則 

この条例は、令和５年７月１日から施行する。 
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第４５号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 足立区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

令和５年３月、パートナーシップ関係※にある者（以下「パートナー」

という。）に係る給与制度について、配偶者と同等の取扱いとすること

が特別区人事委員会と特別区職員労働組合連合会との統一交渉で妥結し、

特別区人事委員会規則（職員の旅費に関する条例第２条第３項等による

旅費規則）が改正されたため、条例の改正を行う。 

※ パートナーシップ関係

双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生の

パートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続

的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当

すると任命権者が認める二者間の関係（特別区人事・厚生事務組合

の準則による） 

２ 改正内容 

旅費の支給に係る扶養親族及び遺族について、パートナーシップ関係

の相手方を対象に加え、配偶者と同等の取扱いとする。 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

４ 施行年月日 

  令和５年７月１日 
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足立区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の旅費に関する条例 ○足立区職員の旅費に関する条例

昭和50年３月31日条例第14号 昭和50年３月31日条例第14号 

第１条 省略 第１条 現行のとおり 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１)～（６） 省略 (１)～（６） 現行のとおり 

(７) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。）  

、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員

の収入によつて生計を維持しているものをいう。 

(７) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。）又はパートナーシップ関係（双方又

はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーと

して、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うこ

とを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認め

る二者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相

手方」という。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員

の収入によって生計を維持しているものをいう。 

(８) 遺族 職員の配偶者 、子、父母、

孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしてい

た他の親族をいう。 

(８) 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、

孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしてい

た他の親族をいう。 

２ この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域（特別区の

存する区域にあつてはその全地域）をいい、外国にあつては、これに準ず

る地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、人事委員

会と協議して規則で定める地域をいうものとする。 

２ この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域（特別区の

存する区域にあってはその全地域）をいい、外国にあっては、これに準ず

る地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、人事委員

会と協議して規則で定める地域をいうものとする。 

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 省略 第３条 現行のとおり 

２ 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞ２ 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞ
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改正前 改正後 

れ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 れ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 

(１) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休

職（以下「退職等」という。）となつた場合（当該退職等に伴う旅行を

必要としない場合を除く。）には、当該職員 

(１) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休

職（以下「退職等」という。）となった場合（当該退職等に伴う旅行を

必要としない場合を除く。）には、当該職員 

(２)～(３) 省略 (２)～(３) 現行のとおり 

(４) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合（当該退職等

に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員 

(４) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合（当該退職等

に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員 

(５) 省略 (５) 現行のとおり

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、地方公務

員法第16条各号若しくは第29条第１項各号に掲げる事由又はこれらに準ず

る事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の

規定による旅費は、支給しない。 

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、地方公務

員法第16条各号若しくは第29条第１項各号に掲げる事由又はこれらに準ず

る事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の

規定による旅費は、支給しない。 

４ 省略 ４ 現行のとおり 

５ 第１項、第２項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができ

る者（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる

場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。）が、その出発

前に、第４条第３項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡し

た場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金

額のうちその者の損失となつた金額を、旅費として支給することができる。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができ

る者（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる

場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。）が、その出発

前に、第４条第３項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡し

た場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金

額のうちその者の損失となった金額を、旅費として支給することができる。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができ

る者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概

算払を受けた旅費額（概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けるこ

とができた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失した場合には、

その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給する。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができ

る者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概

算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合には、概算払を受けるこ

とができた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失した場合には、

その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給する。 

（旅行命令等） （旅行命令等） 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者

又は任命権者の委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）の発す

る旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）によつて行われ

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者

又は任命権者の委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）の発す

る旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）によって行われ
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改正前 改正後 

なければならない。 なければならない。 

(１)～(２) 省略 (１)～(２) 現行のとおり  

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、

公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出

が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。 

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、

公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出

が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。 

３ 省略 ３ 現行のとおり 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命

令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）によつてこれをし

なければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口

頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合

においては、速やかに旅行命令簿等に、その旅行に関する事項を記載し、

これをその旅行者に提示しなければならない。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命

令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）によってこれをし

なければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口

頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合

においては、速やかに旅行命令簿等に、その旅行に関する事項を記載し、

これをその旅行者に提示しなければならない。 

５ 省略 ５ 現行のとおり 

（旅行命令等に従わない旅行） （旅行命令等に従わない旅行） 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅

行命令等（前条第３項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本

条において同じ。）に従つて旅行することができない場合には、あらかじ

め旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅

行命令等（前条第３項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本

条において同じ。）に従って旅行することができない場合には、あらかじ

め旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 

２ 省略 ２ 現行のとおり 

３ 旅行者は、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申

請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わ

ないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に

対する旅費のみの支給を受けることができる。 

３ 旅行者は、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申

請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わ

ないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に

対する旅費のみの支給を受けることができる。 

第６条 省略 第６条 現行のとおり 

（旅費の計算） （旅費の計算） 

第７条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅

費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、

第７条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅

費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、
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改正前 改正後 

その現によつた経路及び方法によつて計算する。 その現によった経路及び方法によって計算する。 

第８条～第23条 省略 第８条～第23条 現行のとおり 

（移転料） （移転料） 

第24条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。 第24条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。 

(１)～(２) 省略 (１)～(２) 現行のとおり 

(３) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

（赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、

各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の

合計額） 

(３) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

（赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、

各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の

合計額） 

２～３ 省略 ２～３ 現行のとおり 

第25条 省略 第25条 現行のとおり 

（扶養親族移転料） （扶養親族移転料） 

第26条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。 第26条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。 

(１) 省略 (１) 現行のとおり

(２) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第24条第１項第１号又は第

３号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地まで

の旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定に

より支給することができる額に相当する額（赴任の後扶養親族を移転す

るまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定に

より支給することができる額に相当する額の合計額）を超えることがで

きない。 

(２) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第24条第１項第１号又は第

３号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地まで

の旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定に

より支給することができる額に相当する額（赴任の後扶養親族を移転す

るまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定に

より支給することができる額に相当する額の合計額）を超えることがで

きない。 

２ 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であつた子を移転する場合に

おいては、扶養親族移転料の額の計算については、その子の赴任を命ぜら

れた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。 

２ 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する場合に

おいては、扶養親族移転料の額の計算については、その子の赴任を命ぜら

れた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。 

（退職者等の旅費） （退職者等の旅費） 

第27条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅

費とする。 

第27条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅

費とする。 
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改正前 改正後 

(１) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費 (１) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

ア 退職等となつた日（以下「退職等の日」という。）にいた地から退

職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた

日（以下「退職等を知つた日」という。）にいた地までの旅費 

ア 退職等となった日（以下「退職等の日」という。）にいた地から退

職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った

日（以下「退職等を知った日」という。）にいた地までの旅費 

イ 退職等を知つた日の翌日から３月以内に出発して当該退職等に伴う

旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日

にいた地から旧在勤地までの旅費 

イ 退職等を知った日の翌日から３月以内に出発して当該退職等に伴う

旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日

にいた地から旧在勤地までの旅費 

(２) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、

新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費 

(２) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、

新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費 

第27条の２～第29条 省略 第27条の２～第29条 現行のとおり 

（船賃） （船賃） 

第30条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。

以下この条において「運賃」という。）及び寝台料金（これらのものに対

する通行税を含む。）の範囲内の実費額による。 

第30条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。

以下この条において「運賃」という。）及び寝台料金（これらのものに対

する通行税を含む。）の範囲内の実費額による。 

(１)～(２) 省略 (１)～(２) 現行のとおり 

(３) 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の

運賃を必要とする船室を利用した場合には、前２号に規定する運賃のほ

か、その船室のために現に支払つた運賃 

(３) 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の

運賃を必要とする船室を利用した場合には、前２号に規定する運賃のほ

か、その船室のために現に支払った運賃 

(４) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前３号に

規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金 

(４) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前３号に

規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金 

第31条～第36条 省略 第31条～第36条 現行のとおり 

（退職者等の旅費） （退職者等の旅費） 

第36条の２ 第３条第２項第４号の規定により支給する旅費は、次に規定す

る旅費とする。 

第36条の２ 第３条第２項第４号の規定により支給する旅費は、次に規定す

る旅費とする。 

(１) 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの前職務相

当の旅費 

(１) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相

当の旅費 

(２) 退職等を知つた日の翌日から３月以内に出発して本邦に帰住した場

合に限り、次に規定する旅費 

(２) 退職等を知った日の翌日から３月以内に出発して本邦に帰住した場

合に限り、次に規定する旅費 
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改正前 改正後 

ア 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの退職等を知つた

日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の旅行雑費及び宿

泊料。ただし、旅行雑費については30日分、宿泊料については30夜分

を超えることができない。 

ア 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの退職等を知った

日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の旅行雑費及び宿

泊料。ただし、旅行雑費については30日分、宿泊料については30夜分

を超えることができない。 

イ 出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地

までの前職務相当の旅費 

イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地

までの前職務相当の旅費 

２ 職員が第３条第２項第４号の規定に該当し、かつ、その退職等を知つた

日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、

前項の規定にかかわらず、第27条第１号の規定に準じて計算した旅費とす

る。 

２ 職員が第３条第２項第４号の規定に該当し、かつ、その退職等を知った

日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、

前項の規定にかかわらず、第27条第１号の規定に準じて計算した旅費とす

る。 

３ 省略 ３ 現行のとおり 

第37条～第39条 省略 第37条～第39条 現行のとおり 

付 則 

この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

別表第１ 内国旅行の旅費（第14条、第21条、第22条、第23条、第24条、第

25条関係） 

別表第１ 内国旅行の旅費（第14条、第21条、第22条、第23条、第24条、第

25条関係） 

(１) 省略 (１) 現行のとおり

(２) 移転料 (２) 移転料

区分 

鉄道50

キロメ

ートル

未満 

鉄道50

キロメ

ートル

以上

100キ

ロメー

トル未

満 

鉄道

100キ

ロメー

トル以

上300

キロメ

ートル

未満 

鉄道

300キ

ロメー

トル以

上500

キロメ

ートル

未満 

鉄道

500キ

ロメー

トル以

上

1,000

キロメ

ートル

未満 

鉄道

1,000

キロメ

ートル

以上

1,500

キロメ

ートル

未満 

鉄道

1,500

キロメ

ートル

以上

2,000

キロメ

ートル

未満 

鉄道

2,000

キロメ

ートル

以上 

区分 

鉄道50

キロメ

ートル

未満 

鉄道50

キロメ

ートル

以上

100キ

ロメー

トル未

満 

鉄道

100キ

ロメー

トル以

上300

キロメ

ートル

未満 

鉄道

300キ

ロメー

トル以

上500

キロメ

ートル

未満 

鉄道

500キ

ロメー

トル以

上

1,000

キロメ

ートル

未満 

鉄道

1,000

キロメ

ートル

以上

1,500

キロメ

ートル

未満 

鉄道

1,500

キロメ

ートル

以上

2,000

キロメ

ートル

未満 

鉄道

2,000

キロメ

ートル

以上 

移転料額 12万 14万 17万 22万円 29万 30万 32万 38万 移転料額 12万 14万 17万 22万円 29万 30万 32万 38万 
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改正前 改正後 

6,000

円 

4,000

円 

8,000

円 

2,000

円 

6,000

円 

8,000

円 

1,000

円 

6,000

円 

4,000

円 

8,000

円 

2,000

円 

6,000

円 

8,000

円 

1,000

円 

備考 路程の計算については、水路及び陸路４分の１キロメートルをもつ

て鉄道１キロメートルとみなす。 

備考 路程の計算については、水路及び陸路４分の１キロメートルをもっ

て鉄道１キロメートルとみなす。 

別表第２ 省略 別表第２ 現行のとおり 
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

パートナーシップ関係※にある者（以下「パートナー」という。）に係

る休暇・休業制度について、令和４年１０月に東京都がパートナーシップ

関連の条例改正を行ったことなどを踏まえ、配偶者と同等の取扱いとする

内容の条例改正を行う。 

※ パートナーシップ関係

双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生の

パートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続

的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当

すると任命権者が認める二者間の関係（特別区人事・厚生事務組合

の準則による） 

２ 改正内容 

（１）育児を行う職員の深夜勤務の制限を不可とする要件について、パート

ナーを対象に加え、配偶者と同等の取扱いとする。

（２）介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る要件について、パートナーを

対象に加え、配偶者と同等の取扱いとする。 

（３）介護を行う職員の超過勤務を免除・制限する要件について、パートナ

ーを対象に加え、配偶者と同等の取扱いとする。 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

４ 施行年月日 

  令和５年７月１日 
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足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 ○足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成10年３月31日条例第２号 平成10年３月31日条例第２号 

第１条～第９条 省略 第１条～第９条 現行のとおり 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第９条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治

29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間に

おける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した

者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者とし

て規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに

第９条の４第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。） 

 で当該子の親であるもの

が、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める

者に該当する場合における当該職員を除く。）が当該子を養育するために

請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさ

せてはならない。 

第９条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治

29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間に

おける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した

者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者とし

て規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに

第９条の４第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリ

ティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常

の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚

姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以

下「パートナーシップ関係の相手方」という。）で当該子の親であるもの

が、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める

者に該当する場合における当該職員を除く。）が当該子を養育するために

請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさ

せてはならない。 

２ 前項の規定は、要介護者（第16条第１項に規定する日常生活を営むこと

に支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員について準用する。

２ 前項の規定は、要介護者（第16条第１項に規定する日常生活を営むこと

に支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員について準用する。
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改正前 改正後 

この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明

治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間

における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者とし

て規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに

第９条の４第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。） 

で当該子の親であるもの

が、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める

者に該当する場合における当該職員を除く。）が、当該子を養育」とある

のは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものと

する。 

この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明

治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間

における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者とし

て規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに

第９条の４第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリ

ティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常

の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚

姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以

下「パートナーシップ関係の相手方」という。）で当該子の親であるもの

が、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める

者に該当する場合における当該職員を除く。）が、当該子を養育」とある

のは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものと

する。 

３ 省略 ３ 現行のとおり 

第９条の３～第15条 省略 第９条の３～第15条 現行のとおり 

（介護休暇） （介護休暇） 

第16条 任命権者は、職員がその配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規

則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があ

るものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合

における休暇として、介護休暇（前条第１項に規定するものを除く。以下

この条において同じ。）を承認するものとする。 

第16条 任命権者は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、

父母、子、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母その他規則で

定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるも

のの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合にお

ける休暇として、介護休暇（前条第１項に規定するものを除く。以下この
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改正前 改正後 

条において同じ。）を承認するものとする。 

２ 省略 ２ 現行のとおり 

第16条の２～第19条 省略 第16条の２～第19条 現行のとおり 

付 則 

この条例は、令和５年７月１日から施行する。 
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

令和５年３月、パートナーシップ関係※にある者（以下「パートナー」

という。）に係る給与制度について、配偶者と同等の取扱いとすること

が特別区人事委員会と特別区職員労働組合連合会との統一交渉で妥結さ

れた。２３区共通事項として各区において対応することとなったため、

関連する条例の改正を行う。 

※ パートナーシップ関係

双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生の

パートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続

的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当

すると任命権者が認める二者間の関係（特別区人事・厚生事務組合

の準則による） 

２ 改正内容 

扶養手当、住居手当、単身赴任手当について、パートナーを対象に加え、

配偶者と同等の取扱いとする。 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

４ 施行年月日 

  令和５年７月１日 
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足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改 正 前 改 正 後 

○足立区職員の給与に関する条例 ○足立区職員の給与に関する条例

昭和50年３月31日条例第13号 昭和50年３月31日条例第13号 

第１条～第11条 省略 第１条～第11条 現行のとおり 

（扶養手当） （扶養手当） 

第12条 省略 第12条 現行のとおり 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその

職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその

職員の扶養を受けているものをいう。 

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）  

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が

性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権

を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間

の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係を

いう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。） 

(２)～(６) 省略 (２)～(６) 現行のとおり 

３～４ 省略 ３～４ 現行のとおり 

第13条～第14条 省略 第13条～第14条 現行のとおり 

（住居手当） （住居手当） 

第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。 第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。 

(１) 省略 (１) 現行のとおり

(２) 第16条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支給され

る職員で、配偶者（配偶者の  

  ない職員にあつては、満18歳に達 

する日以後の最初の３月31日までの間にある子）が現に居住する住宅（公 

舎等で規則で定めるものを除く。）に同居するときに世帯主となるもの 

のうち、当該住宅を借り受け、月額２万7,000円以上の家賃を支払つてい 

るもの 

(２) 第16条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支給され

る職員で、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方（配偶者及びパー

トナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、満18歳に達

する日以後の最初の３月31日までの間にある子）が現に居住する住宅（公

舎等で規則で定めるものを除く。）に同居するときに世帯主となるもの

のうち、当該住宅を借り受け、月額２万7,000円以上の家賃を支払つてい

るもの 
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改 正 前 改 正 後 

２～３ 省略 ２～３ 現行のとおり 

第16条 省略 第16条 現行のとおり 

（単身赴任手当） （単身赴任手当） 

第16条の２ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移

転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居し

ていた配偶者 と別居することとなつた

職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移

転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定

める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活する

ことを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者 

  の住居から在勤する公署に通勤すること

が、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認め

られない場合は、この限りでない。 

第16条の２ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移

転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居し

ていた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなつた

職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移

転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定

める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活する

ことを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又

はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する公署に通勤すること

が、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認め

られない場合は、この限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、３万円（規則で定めるところにより算定した職

員の住居と配偶者   の住居との間の交通

距離（以下単に「交通距離」という。）が規則で定める距離以上である職

員にあつては、その額に、１万4,000円を超えない範囲内で交通距離の区分

に応じて規則で定める額を加算した額）とする。 

２ 単身赴任手当の月額は、３万円（規則で定めるところにより算定した職

員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通

距離（以下単に「交通距離」という。）が規則で定める距離以上である職

員にあつては、その額に、１万4,000円を超えない範囲内で交通距離の区分

に応じて規則で定める額を加算した額）とする。 

３～５ 省略 ３～５ 現行のとおり 

第17条～第34条 省略 第17条～第34条 現行のとおり 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成30年足立区

条例第24号）の一部を次のように改正する。 

改め文省略（別紙新旧対照表参照） 
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（別紙）足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改 正 前 改 正 後 

付 則 

１～10 省略 

11 平成30年３月31日において、この条例による改正前の足立区職員の給与

に関する条例第12条第２項第２号に該当する扶養親族たる子のうち１人

（職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く一子」という。）

を扶養することにより扶養手当を受けている職員（同号に該当する扶養親

族たる子（配偶者を欠く一子を除く。）を扶養することにより扶養手当を

受けているものを除く。）が、施行日以後、引き続き、  

 

満15歳に

達する日後の最初の４月１日から満22歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にない配偶者を欠く一子を扶養する場合（当該職員が改正後の条

例第12条第２項第２号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することに

より扶養手当の支給額が改定されるときを除く。）その他これに準ずる場

合には、改正後の条例第12条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る

扶養手当を支給するものとする。 

付 則 

１～10 現行のとおり 

11 平成30年３月31日において、この条例による改正前の足立区職員の給与

に関する条例第12条第２項第２号に該当する扶養親族たる子のうち１人

（職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く一子」という。）

を扶養することにより扶養手当を受けている職員（同号に該当する扶養親

族たる子（配偶者を欠く一子を除く。）を扶養することにより扶養手当を

受けているものを除く。）が、施行日以後、引き続き、配偶者を有しない

場合（足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和５年足

立区条例第●●号）の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシ

ップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生

のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に

協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命

権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシップ

関係の相手方」という。）のいずれも有しない場合）で、かつ、満15歳に

達する日後の最初の４月１日から満22歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にない配偶者を欠く一子を扶養する場合（当該職員が改正後の条

例第12条第２項第２号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することに

より扶養手当の支給額が改定されるときを除く。）その他これに準ずる場

合には、改正後の条例第12条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る

扶養手当を支給するものとする。 

(１)～(２) 省略 (１)～(２) 現行のとおり 

12 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者  

 を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手 

当を受ける要件を欠くに至った場合（当該扶養手当に係る配偶者を欠く一 

12 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシ

ップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手

当を受ける要件を欠くに至った場合（当該扶養手当に係る配偶者を欠く一
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改 正 前 改 正 後 

子が満15歳に達した日以後の最初の３月31日の経過により、当該扶養手当 

を受ける要件を欠くに至った場合を除く。）には、その職員は、直ちにそ 

の旨を任命権者に届け出なければならない。 

子が満15歳に達した日以後の最初の３月31日の経過により、当該扶養手当

を受ける要件を欠くに至った場合を除く。）には、その職員は、直ちにそ

の旨を任命権者に届け出なければならない。 

13 省略 13 現行のとおり 

14 付則第11項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者  

 を有するに至った場合その他の同項の規定による 

扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生

じた日 

 の属する月の翌月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。 

14 付則第11項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパート

ナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による

扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生

じた日（足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和５年

足立区条例第●●号）の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有

すす

　す

するに至った場合は、同日）の属する月の翌月（これらの日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。 

15～17 省略 15～17 現行のとおり 
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

令和５年３月、パートナーシップ関係※にある者（以下「パートナー」

という。）に係る給与制度について、配偶者と同等の取扱いとすることが

特別区人事委員会と特別区職員労働組合連合会との統一交渉で妥結され

た。２３区共通事項として各区において対応することとなったため、関連

する条例の改正を行う。 

※ パートナーシップ関係

双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパ

ートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に

協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると

任命権者が認める二者間の関係（特別区人事・厚生事務組合の準則に

よる） 

２ 改正内容 

死亡者の退職手当の支給に係る遺族について、パートナーを対象に加

え、配偶者と同等の取扱いとする。 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

４ 施行年月日 

  令和５年７月１日 
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足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の退職手当に関する条例 ○足立区職員の退職手当に関する条例

昭和50年３月31日条例第15号 昭和50年３月31日条例第15号 

第１条～第３条 省略 第１条～第３条 現行のとおり 

（遺族の範囲及び順位） （遺族の範囲及び順位） 

第４条 前条第１項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。 第４条 前条第１項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。 

(１) 配偶者（届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事

情にあつた者を含む。） 

(１) 配偶者（届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事

情にあつた者を含む。）又は職員の死亡の当時において、パートナーシ

ップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人

生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続

的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当する

と任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナ

ーシップ関係の相手方」という。）であつた者 

(２)～(４) 省略 (２)～(４) 現行のとおり 

２～３ 省略 ２～３ 現行のとおり 

第４条の２～第15条 省略 第４条の２～第15条 現行のとおり 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第16条 １～７ 省略 第16条 １～７ 現行のとおり 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又

は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手

当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給す

る。 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又

は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手

当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給す

る。 

(１) 省略 (１) 現行のとおり

(２) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を

維持されている同居の親族（届出をしていないが、事実上その者と婚姻

(２) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を

維持されている同居の親族（届出をしていないが、事実上その者と婚姻
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改正前 改正後 

関係と同様の事情にある者を含む。           ）     

           と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第４ 

項に規定する寄宿手当の額に相当する金額 

関係と同様の事情にある者を含む。第５号において同じ。）又はパート

ナーシップ関係の相手方と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第４

項に規定する寄宿手当の額に相当する金額 

(３)～(４) 省略 (３)～(４) 現行のとおり 

(５) 公共職業安定所、職業安定法第４条第９項に規定する特定地方公共

団体若しくは同法第18条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職業

に就くため、又は区長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58

条第１項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を

変更する者                            

                                 

同条第２項に規定する移転費の額に相当する金額 

(５) 公共職業安定所、職業安定法第４条第９項に規定する特定地方公共

団体若しくは同法第18条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職業

に就くため、又は区長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58

条第１項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を

変更する者 その者及びその者により生計を維持されている同居の親族

又はパートナーシップ関係の相手方の移転に通常要する費用を考慮した

同条第２項に規定する移転費の額に相当する金額 

(６) 省略 (６) 現行のとおり 

９～14 省略 ９～14 現行のとおり 

第17条～第29条 省略 第17条～第29条 現行のとおり 

 付 則 

 この条例は、令和５年７月１日から施行する。 
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 足立入谷小学校屋上防水改修その他工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方   白谷建設株式会社 

代表取締役 白谷 武一 

東京都足立区中央本町二丁目４番１３号 

２ 契 約 金 額   ２４７，５００，０００円（落札率９８．９７％） 

３ 契 約 番 号   ５足総契契第０１０３２２号 

４ 工 期  契約締結の翌日から令和６年２月１６日まで 

５ 工 事 場 所   足立区入谷三丁目８番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）建物概要

ア 校舎棟（ＲＣ造 地上３階建）

（２）延床面積：５，３７０㎡

（３）工事概要

ア 屋上防水改修工事（アスベスト除去含む）

イ 外壁改修工事

ウ その他改修工事

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年６月１日 

（２）入札・開札年月日 令和５年５月２５日

（３）入札参加事業者数 １１者（予定価格超過２者、辞退７者、無効１者） 

（４）予定価格     ２５０，０７４，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。 
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足立入谷小学校 案内図 

足立入谷小学校 

足立区入谷三丁目８番１号 

別紙
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 梅島小学校人工芝改修その他工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方   太和工業株式会社 

代表取締役 大山 誠司 

東京都足立区鹿浜六丁目３６番１７号 

２ 契 約 金 額   ２１９，７８０，０００円（落札率９８．１１％） 

３ 契 約 番 号   ５足総契契第０１０３１２号 

４ 工 期  契約締結の翌日から令和５年１２月８日まで 

５ 工 事 場 所   足立区梅田七丁目３５番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）敷地面積：７，０７４㎡（内、運動場面積：３，２９２㎡）

（２）工事概要

ア 人工芝及びゴムチップ舗装改修工事

イ 遊具改修工事

ウ その他機械設備改修・撤去工事

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年６月５日 

（２）入札・開札年月日 令和５年５月２９日

（３）入札参加事業者数 ７者（予定価格超過５者、辞退１者）

（４）予定価格 ２２４，００４，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。 
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梅島小学校 案内図

梅島小学校 

梅田七丁目３５番１号 

別紙
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 六月中学校全体保全計画にかかる外装改修その他工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方   株式会社浅野工業 

代表取締役 浅野 茂雄 

東京都足立区千住曙町１７番１号 

２ 契 約 金 額   ２４８，６００，０００円（落札率８９．９８％） 

３ 契 約 番 号   ５足総契契第０１０３１１号 

４ 工 期  契約締結の翌日から令和６年２月２８日まで 

５ 工 事 場 所   足立区六月一丁目３０番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）建物概要

ア 校舎棟（ＲＣ造 地上４階建）

イ 体育館棟（ＲＣ造 地上２階建）

ウ その他付属棟（ＲＣ造 地上２階建及び平屋）

（２）延床面積：８，４３３㎡

（３）工事概要

ア 外壁及び屋上防水改修工事（アスベスト除去含む）

イ 内装改修工事

ウ 上記に付随する機械設備工事・電気設備工事等

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年５月３０日 

（２）入札・開札年月日 令和５年５月２２日

（３）入札参加事業者数 ７者

（低入札調査基準価格１者、無効１者、不参１者） 

（４）予定価格 ２７６，２９８，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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六月中学校 案内図

六月中学校 

六月一丁目３０番１号 

別紙
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 鹿浜西小学校解体工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方 ショキタ・橘興業建設共同企業体

代表者 株式会社ショキタ 

代表取締役 諸喜田 惠勝 

東京都足立区鹿浜六丁目３５番２号 

２ 契 約 金 額   ３６１，２８９，５００円（落札率８１．５％） 

３ 契 約 番 号   ５足総契契第０１０３１６号 

４ 工 期  契約締結の翌日から令和６年５月３１日まで 

５ 工 事 場 所   足立区鹿浜二丁目２４番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）建物概要

ア 校舎棟（ＲＣ造 地上３階建）

イ 体育館棟（Ｓ造 地上２階建）

ウ その他付属棟（ＣＢ造等 平屋）

（２）延床面積：４，０１４㎡

（３）工事概要

ア 敷地内建築物の解体工事（アスベスト除去含む）

イ 外構工作物の一部撤去工事

ウ 解体後敷地整備工事

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年６月８日 

（２）入札・開札年月日 令和５年５月３１日

（３）入札参加事業者数 ４建設共同企業体

（低入札調査基準価格４建設共同企業体） 

（４）予定価格 ４４３，３００，０００円（事前公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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鹿浜西小学校 案内図

鹿浜西小学校 

足立区鹿浜二丁目２４番１号

別紙
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 郷土博物館大規模改修その他工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方   三浦・堀真建設共同企業体 

代表者 株式会社三浦工務店 

代表取締役 三浦 啓行 

東京都足立区東和三丁目１４番２５号 

２ 契 約 金 額   ５９２，３５０，０００円（落札率９４．０１％） 

３ 契 約 番 号   ５足総契契第０１０３１０号 

４ 工 期  契約締結の翌日から令和６年９月３０日まで 

５ 工 事 場 所   足立区大谷田五丁目２０番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）建物概要

ア 本体棟（ＲＣ造 地上３階、地下１階建）

イ 駐輪場（Ｓ造 平屋）

ウ 倉庫 （Ｓ造 平屋）

（２）延床面積 ２，５６１㎡

（３）工事概要

ア 内装改修工事

イ 外装改修工事

ウ その他改修工事

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年５月３１日 

（２）入札・開札年月日 令和５年５月２４日

（３）入札参加事業者数 ４建設共同企業体

（予定価格超過２建設共同企業体、辞退１建設共同企業体） 

（４）予定価格 ６３０，１０２，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。 
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郷土博物館 案内図

郷土博物館 

大谷田五丁目２０番１号 

別紙 
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 郷土博物館大規模改修機械設備工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方  オールワン・斗麻設備建設共同企業体

代表者 東京ガスオールワンエナジー株式会社 

代表取締役 宮田 秀幸 

東京都足立区竹の塚五丁目２番６号 

２ 契 約 金 額   ３９９，８５５，５００円（落札率８７．６９％） 

３ 契 約 番 号   ５足総契契第０１０３０９号 

４ 工 期  契約締結の翌日から令和６年９月３０日まで 

５ 工 事 場 所   足立区大谷田五丁目２０番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）建物概要

ア 本体棟（ＲＣ造 地上３階、地下１階建）

イ 駐輪場（Ｓ造 平屋）

ウ 倉庫（Ｓ造 平屋）

（２）延床面積：２，５６１㎡

（３）工事概要

ア 空気調和設備改修工事

イ 給排水衛生設備改修工事

ウ その他改修工事

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年６月２日 

（２）入札・開札年月日 令和５年５月２５日

（３）入札参加事業者数 ５建設共同企業体

（低入札調査基準価格３建設共同企業体、予定

価格超過１建設共同企業体、無効１建設共同企

業体） 

（４）予定価格 ４５６，００５，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。 
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 特別養護老人ホーム六月空調機器改修その他工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方   東京管工機材株式会社 

代表取締役 伊藤 太樹 

東京都足立区平野二丁目８番２号 

２ 契 約 金 額   ２２５，３３５，０００円（落札率８５．７１％） 

３ 契 約 番 号   ５足総契契第０１０３１３号 

４ 工 期  契約締結の翌日から令和７年２月２８日まで 

５ 工 事 場 所   足立区六月一丁目６番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）建物概要：特別養護老人ホーム六月、子育てサロン六月

（ＲＣ造 地上４階、地下１階建） 

（２）延床面積：８，１１４.２０㎡

（３）工事概要

ア 空調設備改修工事

イ 上記に附随する建築改修工事・電気設備改修工事等

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年６月５日 

（２）入札・開札年月日 令和５年５月２６日

（３）入札参加事業者数 １２者

（低入札調査基準価格２者、予定価格超過１者、辞退２者、無効５者） 

（４）予定価格     ２６２，９１１，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。 
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特別養護老人ホーム六月 案内図

特別養護老人ホーム 

足立区六月一丁目６番１号

別紙
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 大谷田住区センター大規模改修その他工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方   株式会社似鳥工務店 

代表取締役 似鳥 進 

東京都足立区西伊興三丁目２番２４号 

２ 契 約 金 額   ２４５，８５０，０００円（落札率９９．５８％） 

３ 契 約 番 号   ５足総契契第０１０３２３号 

４ 工 期  契約締結の翌日から令和６年８月３０日まで 

５ 工 事 場 所   足立区大谷田一丁目１番２－１０１号 

６ 工 事 内 容 

（１）建物概要

ア ＵＲ住戸棟（ＲＣ造 地上１４階建）

（内、住区センター部分 １、２階の各一部） 

イ 娯楽室棟 （ＲＣ造 平屋）

（２）延床面積：１５，５１１㎡(内、住区センター部分 １，０９０㎡)

（３）工事概要

ア 建築工事

（ア）内装改修工事

（イ）娯楽室棟外壁防水改修工事

（ウ）その他工事

イ 設備改修工事

（ア）給排水設備改修工事

（イ）給湯設備改修工事

（ウ）その他工事

ウ 上記に付帯する撤去・補修等の工事

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年６月２日 

（２）入札・開札年月日 令和５年５月２６日

（３）入札参加事業者数

ア 初度入札時 ６者（予定価格超過２者、辞退２者、無効２者）

イ 再度入札時 ２者（辞退１者）

（４）予定価格 ２４６，８８４，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。
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大谷田住区センター 案内図

大谷田住区センター 

大谷田一丁目１番２‐１０１号 

別紙 
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 スイムスポーツセンター事務用品及び什器の購入について

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方 株式会社フタバネクスト 

代表取締役 吉川 賢二 

足立区花畑三丁目３４番１０号 

２ 契 約 金 額 ３８，５１０，７８０円 

（落札率９３．０６％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ５足総契契第０２１６５２号 

５ 納 期 限  令和５年１０月３１日 

６ 納 入 場 所 スイムスポーツセンター

（足立区西保木間四丁目１０番１号） 

７ 契 約 内 容 別紙物品を購入する。 

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年５月３０日 

（２）入札日・開札日  令和５年５月２３日 

（３）指名業者 １０者 

ア 初度入札時 １０者（予定価格超過９者、辞退１者） 

イ 再度入札時 ９者（予定価格超過２者、辞退７者） 

ウ 再々度入札時 ２者（辞退１者） 

（４）予定価格 ４１，３８０，６８０円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。 
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別紙ああ

スイムスポーツセンター

W D H 個数
事務室

A1 耐火金庫 455 528 677 1
A2 片袖机 1,200 700 720 2
A3 回転椅子 535 485 775-880 5
A4 回転椅子 535 485 775-880 3
A5 応接用チェア 510 530 760 4
A6 書類キャビネット 900 450 1,030 2
A7 書類キャビネット（ベース） 900 427 50 2
A8 書類キャビネット 900 450 1,030 2
A9 書類キャビネット 900 450 1,030 1
A10 書類キャビネット 900 450 890 1
A11 書類キャビネット（ベース） 900 427 50 2
A12 ベッド 750 1,800 450 1
A13 保管庫 900 450 890 2
A14 書類キャビネット（ベース） 900 427 50 2
A15 両袖机 1,400 700 720 1
A16 キャスター（小） 500 300 610 3
A17 テーブル 1,500 750 720 1
A18 ファイルケース（大） 554 350 880 1
A19 ファイルケース（中） 315 400 880 1
A20 ファイルケース（小） 315 400 313 3
A21 カサ立て 523 366 500 2
A22 保管ケース 830 350 880 1
A23 雑誌・新聞入れ 510 370 825 1
A24 立て看板 495 400 1,400 1
A25 収納ボックス 4
A26 パソコンデスク 1,200 700 720 1
A27 金銭計数機 470 210 257 1

女子職員室
A28 長テーブル 1,500 750 720 1
A29 長椅子 1,800 610 680 1
A30 つい立て 462-1800 404 1,529 2
A31 ロッカー 900 515 1,790 3
A32 保管庫（上） 900 400 890 1
A33 保管庫（下） 900 400 890 1
A34 保管庫（ベース） 900 377 50 1
A35 椅子 490 530 770 4
A36 すのこ 600 1,800 48 1
A37 すのこ 600 900 48 1

１階ロビー
A38 センターテーブル 600 600 426 5
A39 ソファー（赤）3人掛け 1,800 600 660 3
A40 ソファー（赤）1人掛け 550 580 410 5
A41 プラントボックス 1,500 300 800 4
A42 掲示板（ホワイトボード） 1,890 560 1,800 3
A43 シューズボックス 1,000 350 1,720 10
A44 大型ロッカー 608 515 1,790 2
A45 カサ立て 523 366 500 3
A46 鍵付きカサ立て 1,027 508 1,335 1
A47 背もたれ付ソファー 550 580 410 2
A48 プール受付台 800 410 950 1
A49 パンフレットスタンド 776 456 1,556 4

男子更衣室
D1 男子ロッカー - - - 198

女子更衣室
D2 女子ロッカー - - - 198
A50 つい立て（パーテーション） 900 350 1,190 1

更衣室１
D3 コインロッカー - - - 4

監視室＆救護室
A51 机（キャスター付） 1,200 700 720 1
A52 薬品庫 900 400 890 1
A53 薬品棚 900 400 890 1
A54 薬品棚（ベース） 900 377 50 1
A55 パイプ椅子 460 460 760 10
A56 テーブル（小） 900 900 720 1
A57 折りたたみテーブル 1,800 600 700 2
A58 ベッド救護用 750 1,800 450 1
A59 台車 614 968 935 1
A60 つい立て（パーテーション） 462-1800 404 1,529 1
A61 物干しラック 725 625 765 1

備考サイズ№ 設置場所 物品名
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スイムスポーツセンター

W D H 個数
備考サイズ№ 設置場所 物品名

監視員控室
A62 シューズボックス 1,200 380 880 1
A63 物入 900 450 1,030 1
A64 物入（ベース） 900 427 50 1

プール器具庫
A65 整理棚 1,200 450 1,500 1

２階ロビー
A66 長椅子 1,800 610 400 5
A67 掃除用具入れ 600 515 1,790 1
A68 ソファー 1,800 610 680 8
A69 テーブル 1,100 550 420 3
A70 テーブル 750 750 720 2
A71 イス 490 530 770 8

授乳室
A72 据置型おむつ交換台 550 800 930 1

見学室
A73 ロッカー 840 455 1,790 6
A74 長椅子 1,800 610 1,400 6

トレルーム
A75 書類キャビネット 900 450 1030 1
A76 書類キャビネット（ベース） 900 427 50 1
A77 書類キャビネット（問診表） 530 620 1335 2
A78 長椅子 1200 610 400 2
A79 TV棚 900 450 1030 1
A80 TV棚（ベース） 900 427 50 1
A81 パイプ椅子 460 460 760 4
A82 テーブル 1500 750 720 1

スタッフルーム

A83 整理棚 875 450 1,500 2
A84 ロッカー（整理ボックス） 1,200 450 1,075 2
A85 ファイル立て（整理ﾎﾞｯｸｽ） 415 290 880 2
A86 長机 1,500 750 720 1
A87 イス 510 530 760 2
A88 保管庫 1,200 450 1,030 2
A89 保管庫（ベース） 1,200 427 50 2

男子更衣室
D4 男子ロッカー 840 455 1,790 5 2列×４段（8扉）

女子更衣室
D5 女子ロッカー 840 455 1,790 4 2列×４段（8扉）

更衣室
D6 ロッカー（バリアフリー対応） 840 455 1,430 2 2列×１段（2扉）

器具庫
A90 整理棚 875 450 1,500 2

小体育室
A91 長椅子 1,200 610 400 4
A92 パーテーション 450 50 1,800 4
A93 パーテーション 900 50 1,800 4
A94 パーテーション（直線ポール） 1,800 9
A95 パーテーション（３WAYポール） 1,800 3
A96 パーテーション（Rポール） 1,800 1
A97 パーテーション（エンドカバー） 1,800 5
A98 パーテーション 1,000 50 1,800 9
A99 パーテーション（壁面レール） 1
A100 折りたたみテーブル 1,800 600 700 1
A101 ホワイトボード 1,890 560 1,800 2
A102 つい立て 900 425 1,500 2

通路
A103 整理棚 875 450 1800 1
A104 くつ箱 1000 350 910 1
A105 物置 600 515 1790 1
A106 机 1800 600 700 1
A107 ロッカー 455 515 1790 1
A108 ロッカー（大） 900 515 1790 1
A109 ロッカー（中） 608 515 1790 1
A110 くつ箱 1000 350 910 1

監視室
A111 机 1200 700 720 1
A112 ホワイトボード 1200 17 900 2
A113 椅子 615 540 861-956 1

設備員控室
A114 テーブル 1500 450 330 1
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スイムスポーツセンター

W D H 個数
備考サイズ№ 設置場所 物品名

女子更衣室（清掃）
A115 ロッカー 900 515 1790 1

男子更衣室（清掃）
A116 ロッカー 900 515 1790 1

清掃員控室
A117 机 1500 450 330 1
A118 物入れ 900 450 890 1
A119 物入れ（ベース） 900 427 50 1

男子職員更衣室
A120 ロッカー 900 515 1790 2
A121 ロッカー 900 515 1790 2
A122 長椅子 1800 590 645 1

倉庫
A123 整理棚 875 450 1800 2

地下１階機械室
A124 図面ラック 875 450 1800 1
A125 書棚 900 450 1030 1
A126 書棚（ベース） 900 427 50 1
A127 書棚 900 400 1720 1
A128 書棚（ベース） 900 377 50 1
A129 備品ラック 875 450 1800 1
A130 備品ラック 875 450 1800 7
A131 パイプ椅子 460 460 760 3

地下２階機械室
A132 工具入れ 875 450 1800 1
A133 道具置き場 875 450 1800 1
A134 パイプ椅子 460 460 760 4
A135 フィルター置き場 875 450 1800 2
A136 工具入れ 875 450 1800 1
A137 工具置き場 875 450 1800 1
A138 道具置き場 875 450 1800 1
A139 机 1800 600 700 1
A140 整理棚 875 450 1500 7
A141 清掃用具ロッカー 600 515 1790 2

電気室
A142 ロッカー 608 515 1790 1

地下２階階段D
A143 整理棚 875 450 1800 1

アリーナ内
A144 長椅子 1,200 610 400 6

体育館ロビー
A145 ホワイトボード（大） 1,890 560 1,800 2
A146 ホワイトボード（小） 1,890 560 1,800 3
A147 テーブル（折りたたみ） 1,800 600 700 4
A148 テーブル（木製） 1,800 600 700 20
A149 かさ立て 760 366 500 1
A150 幅広テーブル 1,800 750 720 1

体育館事務室
A151 整理棚 875 450 1,800 2
A152 ﾌｧｲﾙﾜｺﾞﾝ（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ） 395 600 611 2

男子更衣室
D7 コインロッカー男子 840 455 1,790 7 2列×5段（10扉）

女子更衣室
D8 コインロッカー女子 840 455 1,790 7 2列×5段（10扉）

体育館器具庫
A153 物品棚 880 380 1,790 1
A154 ロッカー物入 880 380 1,790 1
A155 イス 510 513 749 60
A156 イス台車 1,078 630 852 3

２階会議室
A157 長テーブル（幕板有） 1,800 450 720 4
A158 長テーブル 1,800 450 720 16
A159 椅子 512 540 800 60
A160 教台 650 450 950 1
A161 スクリーン 2,365 340 2,480 1
A162 ホワイトボード 1,890 560 1,800 1

倉庫（地下駐車場）
A163 整理棚 1,800 450 1,800 1

中庭
A164 ベンチ 1865 530 680 2
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 区内避難所用エアーマット等の購入について 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方  山本化成株式会社 

代表取締役 山本 和浩 

足立区足立二丁目４７番３号 

２ 契 約 金 額 ６１，５２６，６０８円 

（落札率７８．２２％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ５足総契契第０２１６７６号 

５ 納 期 限  令和５年８月３１日 

６ 納 入 場 所 千寿小学校（足立区千住宮元町６番１号） 

外１１０か所 

７ 契 約 内 容

区内避難所用エアーマット等を購入し、現在備蓄してある寝具 

（マット）と入れ替える。

（１）エアーマット（エアーベッド）   ６０，０００枚 

（２）電動エアーポンプ（ＡＣタイプ） １，４８０個 

（３）手動エアーポンプ ３７２個 

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年５月２９日 

（２）入札日・開札日  令和５年５月２２日 

（３）指名業者 １０者（予定価格超過３者、辞退２者、 

不参１者、無効１者） 

（４）予定価格 ７８，６６１，６４５円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。 

48

８８



第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 熱風消毒保管庫の買替え（小学校南）について 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方 株式会社オーキン 

代表取締役 春山 武司 

足立区保木間二丁目２番１９号 

２ 契 約 金 額 ４３，１７２，８００円 

（落札率９９．０５％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ５足総契契第０２１７２２号 

５ 納 期 限 令和５年１１月３０日 

６ 納 入 場 所 千寿本町小学校外２校 

７ 契 約 内 容

  学校給食の安定運営のため、食器の乾燥、消毒を行うための熱風消毒
保管庫の更新を実施する。 

（１）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-30A特  １台 

（２）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-30AH特 ３台 

（３）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-40AN １台 

（４）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-40A特  １台 

（５）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-60AN特 １台 

（６）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-60AN特 ４台 

（７）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 TEW-64W特（専用カート付）２台

※ 同等品可

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年５月３０日 

（２）入札日・開札日  令和５年５月２３日 

（３）指名業者 １０者（予定価格超過７者） 

（４）予定価格 ４３，５８７，５００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 熱風消毒保管庫の買替え（小学校北）について 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方 株式会社マック 

代表取締役 加藤 和也 

足立区東伊興三丁目１５番１２号 

２ 契 約 金 額 ４２，２９５，０００円 

（落札率９９．０５％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ５足総契契第０２１７２３号 

５ 納 期 限 令和５年１１月３０日 

６ 納 入 場 所 西新井小学校外５校 

７ 契 約 内 容

  学校給食の安定運営のため、食器の乾燥、消毒を行うための熱風消毒
保管庫の更新を実施する。 

（１）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-20AN  １台 

（２）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-20A特   １台 

（３）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-30AN  １台 

（４）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-30A   １台 

（５）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-40A   ４台 

（６）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-40A特   １台 

（７）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-40AN特

  （渕江第一小学校仕様） １台 

（８）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-50A特   １台 

（９）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 SEⅡ-70AH特

  （ブレーカー工事・ケーブル交換有）  １台 

（10）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 PLW-20EHA  １台 

（11）熱風消毒保管庫 新日本厨機製 PLW-30EHA  １台 

※ 同等品可

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年５月３０日 

（２）入札日・開札日  令和５年５月２３日 

（３）指名業者 １０者（予定価格超過８者） 

（４）予定価格 ４２，７０２，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 熱風消毒保管庫の買替え（中学校東）について 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方  イズミ商事株式会社

代表取締役 飯泉 長典

足立区綾瀬六丁目２９番１２－１０４号 

２ 契 約 金 額  ３８，２３６，０００円 

（落札率９８．４１％） 

３ 契 約 方 法  指名競争入札 

４ 契 約 番 号  ５足総契契第０２１７１９号 

５ 納 期 限 令和５年１１月３０日 

６ 納 入 場 所  第四中学校外３校 

７ 契 約 内 容

  学校給食の安定運営のため、食器の乾燥、消毒を行うための熱風消毒
保管庫の更新を実施する。 

（１）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCSK-20-eT １台 

（２）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-20-eT １台 

（３）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-30-eT １台 

（４）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-40-eT １台 

（５）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK2-40-eT  ２台 

（６）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-50-eT １台 

（７）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-50-eHT  １台 

（８）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-60-eHT  １台 

（９）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 ECWK2-70-eHT  ２台 

※ 同等品可

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年５月３０日 

（２）入札日・開札日  令和５年５月２３日 

（３）指名業者 １０者（予定価格超過８者） 

（４）予定価格 ３８，８５２，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。
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第  号議案説明資料
令和５年６月２６日 

件  名 熱風消毒保管庫の買替え（中学校西）について 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 契約の相手方  イズミ商事株式会社

代表取締役 飯泉 長典

足立区綾瀬六丁目２９番１２－１０４号 

２ 契 約 金 額  ３４，５７３，０００円 

（落札率９８．１６％） 

３ 契 約 方 法  指名競争入札 

４ 契 約 番 号  ５足総契契第０２１７２０号 

５ 納 期 限 令和５年１１月３０日 

６ 納 入 場 所  第七中学校外４校 

７ 契 約 内 容

  学校給食の安定運営のため、食器の乾燥、消毒を行うための熱風消毒
保管庫の更新を実施する。 

（１）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-20-eT ２台 

（２）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-20-eHT  ２台 

（３）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-30-eHT  １台 

（４）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-40-eT １台 

（５）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-40-eT １台 

（６）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK2-40-eHT ２台 

（７）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-50-eT １台 

（８）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-60-eT １台 

（９）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK2-60-eT  １台 

（10）熱風消毒保管庫 ㈱中西製作所 MCWK-70-eT １台 

※ 同等品可

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和５年５月３０日 

（２）入札日・開札日  令和５年５月２３日 

（３）指名業者 １０者（予定価格超過６者） 

（４）予定価格 ３５，２２２，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。

※ １回目の入札で落札者が決定しない場合は、予定価格超過者で再入

札を実施する。
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